
ソフトウェア棚卸プロセス（例）

目 標 ：対象範囲内で利用されているソフトウェアの内、インストールされているものをすべて把握すること。

 ＜目標が達成された状態＞

・ソフトウェアとハードウェアの紐付けが容易であること。
・網羅性（完全性）が担保されること。
・信頼性が担保されること。

（構築プロセス）

１．所属管理者を選出する。

Point：対象範囲全てをカバーするように選出する。

８．使用しなかったシールや貼付ミスしたシールを
すべて回収する。

９ どこの所属で何番のシールが貼付されたのかを

・ソフトウェアとハードウェアの紐付けが容易であること。
・網羅性（完全性）が担保されること。
・信頼性が担保されること。

１．所属管理者を選出する。

Point：対象範囲全てをカバーするように選出する。

２．選出した所属管理者名を周知する。

Point：全対象範囲内で、役割を明確にする。

８．使用しなかったシールや貼付ミスしたシールを
すべて回収する。

９．どこの所属で何番のシールが貼付されたのかを
確認し、配付したシールとの整合を取る。

１０．インベントリーツールを配付する。

・ソフトウェアとハードウェアの紐付けが容易であること。
・網羅性（完全性）が担保されること。
・信頼性が担保されること。

１．所属管理者を選出する。

Point：対象範囲全てをカバーするように選出する。

２．選出した所属管理者名を周知する。

Point：全対象範囲内で、役割を明確にする。

３．所属管理者宛てに上記目標と達成状態を
周知する。

Point：対象範囲全てをカバーするように選出する。

４．所属管理者宛てに各部門で保有しているハード
ウェアの概数を確認する。

８．使用しなかったシールや貼付ミスしたシールを
すべて回収する。

９．どこの所属で何番のシールが貼付されたのかを
確認し、配付したシールとの整合を取る。

１０．インベントリーツールを配付する。

１１．管理シールが貼付してあるすべてのハード
ウェアでインベントリーツールを実⾏し、必要情報

を⼊⼒する。

・ソフトウェアとハードウェアの紐付けが容易であること。
・網羅性（完全性）が担保されること。
・信頼性が担保されること。

Point：管理番号、使用者名、使用している所属名、使用
場所が⼊⼒できるようにしておくことが望ましい。
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４．所属管理者宛てに各部門で保有しているハード
ウェアの概数を確認する。

Point：管理シールは、所属が勝⼿に作成できないような
シールにすることが望ましい。

８．使用しなかったシールや貼付ミスしたシールを
すべて回収する。

９．どこの所属で何番のシールが貼付されたのかを
確認し、配付したシールとの整合を取る。

１０．インベントリーツールを配付する。

１１．管理シールが貼付してあるすべてのハード
ウェアでインベントリーツールを実⾏し、必要情報

を⼊⼒する。

１２．回収したインベントリー情報の内容と、貼付
した管理シールとの整合を取る。

Point：差分が解消されるまで、11と１２を繰り返す。

13 サンプリング調査により、報告結果の網羅性と

５．管理番号を付した管理シールを策定する。

・ソフトウェアとハードウェアの紐付けが容易であること。
・網羅性（完全性）が担保されること。
・信頼性が担保されること。
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４．所属管理者宛てに各部門で保有しているハード
ウェアの概数を確認する。

Point：管理シールは、所属が勝⼿に作成できないような
シールにすることが望ましい。

６．申告のあった数＋αを各所属管理者に送付する。

Point：どの所属に何番のシールを配布したのかを記録し

８．使用しなかったシールや貼付ミスしたシールを
すべて回収する。

９．どこの所属で何番のシールが貼付されたのかを
確認し、配付したシールとの整合を取る。
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１１．管理シールが貼付してあるすべてのハード
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１２．回収したインベントリー情報の内容と、貼付
した管理シールとの整合を取る。

Point：差分が解消されるまで、11と１２を繰り返す。

13．サンプリング調査により、報告結果の網羅性と
信頼性の確認を⾏う。

５．管理番号を付した管理シールを策定する。

・ソフトウェアとハードウェアの紐付けが容易であること。
・網羅性（完全性）が担保されること。
・信頼性が担保されること。

Point：管理番号、使用者名、使用している所属名、使用
場所が⼊⼒できるようにしておくことが望ましい。

1４．利用しているソフトウェアの詳細情報
（メーカー・バージョン・エディション・
使用許諾条件など）を個別に調査する。

※本書は、ビジネスソフトウェアアライアンスが著作・策定したソ
フトウェア資産管理対策基準Ver.1.0およびソフトウェア資産管理対
策⼿順書Ver1.0の付属資料であり、その使用については、ソフト
ウェア資産管理対策基準Ver.1.0およびソフトウェア資産管理対策⼿
順書Ver1.0記載の使用許諾条件に準じます。
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５．管理番号を付した管理シールを策定する。

７．所属にあるすべてのハードウェアに管理シール
を貼付する。

Point：対象範囲に存在しているすべてのハードウェアに
例外なく貼付することが望ましい。

・シールの貼付からインベントリー情報の回収までは 規模に関係なく 最⻑で４週間を目安とする

その他Point
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ただし、年度をまたがないことと、大規模な⼈事異動の時期を外すことを考慮する。

・サンプリング調査は、タイミングが合えば、内部監査や外部監査の際に実施することが望ましい。
・共有ハードウェアの取扱いをあらかじめ策定しておく。
・実際には、すべての利用ソフトウェアの詳細情報を調査することは困難であり、標準ソフトウェアを制定することが

望ましい。
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